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(54)【発明の名称】 観察専用内視鏡フード

(57)【要約】
【課題】  内視鏡による病変部位の適切な観察を容易に
するため、内視鏡の対物レンズと病変との間隔を過剰に
近接させることなく、適切な間隔を素早く保持すること
ができ、かつ、観察中これを維持できる内視鏡フードを
提供する。
【解決手段】  フード１は、接近防止部２と内視鏡に着
脱可能な嵌合部３とを同体又は別体に形成し、接近防止
部２は、円筒又はラッパ状に形成するとともに、切欠部
２ａなどを穿ってある。また、接近防止部２は、内視鏡
４の対物レンズ５の性能に応じ対物レンズ５の視野を適
切に得ることができる長さとする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  円筒又はラッパ状に形成し、先端部は円
もしくは楕円状に開口する接近防止部（２）と内視鏡に
着脱可能に嵌合する嵌合部（３）とを同体又は別体に形
成し、接近防止部（２）は、切欠部（２ａ）又は及び側
孔（２ｂ）を単数もしくは複数穿設したことを特徴とす
る観察専用内視鏡フード
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】  本発明は、医療用内視鏡の
挿入部先端に取り付ける消化管や気管支の内視鏡観察に
用いる内視鏡用フードに関する。
【０００２】
【従来の技術】  内視鏡の性能は逐次改良を加えられ向
上してきたが、問題として、観察を行う際に内視鏡先端
と病変部位との間隔を適切に保持することによる、適切
な視野を得ることが必ずしも容易ではないことがあげら
れる。即ち、内視鏡の対物レンズと観察対象部位との間
隔を適切に保ちながら、観察を継続するには、手技に対
する相当な熟練を術者が求められるからである。内視鏡
の体内挿入部は、相当な長さを有するので、術者が内視
鏡を手元操作するには、経験による勘が必要である。そ
こで、内視鏡の対物レンズを観察対象の病変部に近接さ
せるとき、手元操作が十分でないと、病変部に接近させ
すぎ、観察に必要な視野が得られなくなる。勿論、距離
がありすぎれば、観察が不能となる。従って、適切な間
隔を保つよう、操作を継続しなければならないが、これ
には、ややもすると、その調節に時間がかかることにな
る。また、調節に時間がかかれば、それだけ患者の負担
を増大させることになる。しかし、従来この点を解決す
る提案は、なされていない。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】  本発明の目的は、前
記の問題等を解決して、内視鏡による病変部位の適切な
観察を容易にするため、内視鏡の対物レンズと病変部位
との間隔を過剰に近接させることなく、適切な間隔を素
早く保持することができ、かつ、観察中これを維持でき
る手段を提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための技術手段】  上記課題を解決す
るため鋭意研究し、および検討を重ねた結果、これを解
決することができた。即ち、基端部は内視鏡の挿入部先
端に嵌合する円筒状体であり、先端部は円筒状又はラッ
パ状に形成され、円もしくは楕円状に開口するフードを
用いる。即ち、内視鏡挿入部に前記フードを嵌着すれ
ば、内視鏡の対物レンズは、このフード前縁に規制さ
れ、病変部位に過剰に接近することができなくなる。従
って、術者は人体に内視鏡を挿入する際、その対物レン
ズが病変部に過剰に接近することをおそれ、術者の経験
による勘に頼って挿入行為をする必要がないので、素早*
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*くその挿入を行うことができる。この場合、問題となる
のは、対物レンズが薬剤や体液により汚れたとき、内視
鏡の先端に設けられている鉗子口やノズルからの送気に
よる除去又はノズルからの液体噴出による洗浄をする
際、流体等の排出が前記フードによって妨げられること
である。そこで、この問題を解決するため、前記フード
先端部に単数もしくは複数の切欠部を設け、又は及び側
孔を穿設するようにし、前記流体等の排出路を形成し
た。
【０００５】
【発明の実施の形態】  本発明を図面を用いて説明す
る。図１、図２及び図３は、実施例の概要を示す側面説
明図で、図４は実施例を内視鏡に嵌合した状態を示す正
面説明図である。フード（１）は、接近防止部（２）と
内視鏡に着脱可能な嵌合部（３）とを同体又は別体に形
成し、接近防止部（２）は円筒又はラッパ状に形成する
とともに切欠部（２ａ）又は及び側孔（２ｂ）を穿って
ある。接近防止部（２）は、内視鏡（４）の対物レンズ
（５）の性能に応じ内視鏡（４）の対物レンズ（５）の
視野を適切に得ることができる長さとする。前記切欠部
（２ａ）又は及び側孔（２ｂ）は、単数又は複数設ける
が、前記のとおり内視鏡（４）の鉗子口（７）、ノズル
（８）からの送気や液体噴出による流体等排出路として
設けるものであるので、単数又は少数設けるときは、排
出の実効をあげるため、内視鏡（４）の対物レンズ
（５）側に設けることが望ましい（なお、図４に示す内
視鏡は例示であり、同図中（７）はライトガイドであ
る。）。
【０００６】
【発明の効果】  本発明の観察専用内視鏡フードによれ
ば、接近防止部（２）により内視鏡（４）の対物レンズ
（５）が観察対象の病変部に過剰接近することがないか
ら、適切な視野を容易に得ることができるとともに、前
記排出路によりフード（１）内に流体等が貯留すること
がないため、対物レンズ（５）をクリヤーに維持でき
る。従って、術者は、患者の負担を最小限にとどめなが
ら、観察対象である病変部位を的確に観察することがで
き、治療の効果を十分にあげることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  実施例の概要を示す側面説明図
【図２】  実施例の概要を示す側面説明図
【図３】  実施例の概要を示す側面説明図
【図４】  実施例を内視鏡に嵌合した状態を示す正面
図
【符号の説明】
１・・フード
２・・接近防止部
２ａ・・切欠部
２ｂ・・側孔
３・・嵌合部
４・・内視鏡
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５・・対物レンズ
６・・ライトガイド
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７・・鉗子口
８・・ノズル

【図１】 【図２】 【図３】 【図４】
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解决的问题：为了便于用内窥镜适当地观察病变部位，可以在不使内窥
镜的物镜与病变之间的距离过近的情况下迅速维持适当的间隔。 提供一
个内窥镜罩，可以在观察过程中保持这种状态。 罩（1）具有一体地或
分开地形成的能够与内窥镜装卸的接近防止部（2）和装配部（3），进
入防止部（2）形成为圆筒形或喇叭形并具有切口。 部件2a等被磨损。 
另外，接近防止单元2具有能够根据内窥镜4的物镜5的性能适当地获得物
镜5的视场的长度。
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